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※都市計画道路沿道 30ｍの範囲が対象となりますが、詳細は担当部署へご確認ください。 

 

 

 

 

 

凡 例

都市防災不燃化促進事業 

不燃化特区範囲 

■事業対象地区 

補助第 142・143 号線地区（南小岩七・八丁目周辺地区） 

担当 まちづくり第二係 

直通：５６６２－６４７０ 


